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令和５年度版
岡山市産業観光局 農林水産部 農林水産課

多面的機能支払制度の活用について

〇取組期間
最低５年間は活動を継続する必要があり、５年毎に更新可能。

〇既存の取り組みとの関係

（農業水利土木員、町内会、水利組合、農家等）

（浚渫藻刈交付金等）

実施の調整

（農業水利土木員、町内会、水利組合等の構成）
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用水路の泥上げ

農道等の基礎的保全活動
保全管理のための推進活動

3,000円/10a

施設の軽微な補修
農村環境保全活動

多面的機能の増進を図る活動
2,400円/10a（活動に必要な機材購入、日当等）

計画・調整
（事務費の支援）

地域住⺠との交流活動 植栽活動 田植え体験 鳥獣害防止柵の管理 昔ながらの稲わら干し

活動を通じて集落機能が強化され、『農地中間管理機構を通じた担い手への農地集積』、
『集落の農業法人化』、『体験農業等の都市・農村交流の展開』、『学生連携による
地域活性化』などの地域資源やアイデア等を活用した取り組みへの挑戦が可能に！！

施設の点検

年度活動計画の策定

用水路の
泥上げ等
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〇制度の導入に当たって

本年度を導入しても、農業水利土木員等の制度は
継続します。農業水利土木員の方の協力により、
地域の自主的な多面的機能支払制度の共同活動の
拡大を推進。

本制度を導入した場合、現在、市から受けている
補助金の活動との重複受給できないため本交付金
のみ。
例：浚渫藻刈交付金、浚渫委託料、賃金・報奨金他

交付金は、
基本的

な
要件は①多面的機能の発揮に貢献、②地域の共同
活動、③計画に位置づけた農地・水利施設に係る
維持管理に資することです。最低限のルールは
市で示しますが、基本的に地域で使途を決める
ことが可能です。
但し、

です。

農業水利土木
員等制度

市の浚渫
藻刈交付金

×
活動が重複
するもの

機材購入、日当等に利用可能

支出費目…どの費目を支出するかは地域の状況に応じて決めることができます。

支出費目

日当

購入・リース費

外注費

その他支出

内 容

・活動の参加者に対して支払った日当

・資材（砕石、砂利、セメントなど）の購入費
・活動に必要な機械（草刈り機など）の購入費
・パソコンなどのリース費
・車両、機械等の借り上げ費
・花の種、苗代など
・補修・更新等の工事等（調査、設計、測量、試験等を含む）に係る建設
業者などへの外注費

・事務の外注費
・技術指導等のために外部から招く専門家等への謝金
・活動に係る旅費
・保険料
・文具代及び光熱費の費用
・アルバイト等への賃金
・草刈り機や車の燃料代、役員報酬、お茶代など
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交付対象となった農地は適切に保全しなければなりません。耕作放棄地になりそうな場合、
地域で計画して耕起し有効活用を図ってください。
もしも、

が必要となります。(公共転用、
農家住宅等、やむを得ない場合は当該年度分のみ
の返還）
活動の対象施設に位置づけた水路、農道、ため池等
は草刈り等の適切な管理を行わなければなりません。
不適切な場合は交付金の全額返還となります。
また、要件を満たさないもの、個人的な営農に関
するもの、宴会、着服等の事例が確認された場合
も交付金の返還に該当します。

・営農を継続し農地として利用
↓事情により、営農困難

・地域で話し合って、耕起し営農
できる状態を保持。

↓
・借り手を探す、小学校等の体験
農園として有効活用など

・地域で作成した活動計画に基
づき、草刈り等の活動を実施

・農地転用や耕作放棄地
↓

最大５年間の遡及返還
（やむを得ない場合を除く）

・水路・農道等の不適切な管理
・不適切な利用（要件違反、宴会、着服等）

↓
交付金の全額返還

本交付金により共同活動を行うために、①活動
組織を設立、②活動計画を作成、③総会で承認
を得る必要があります。
また、実際に共同活動をおこなった時の“活動
記録”、活動に支出したお金の“金銭出納簿”等
の事務作業が発生します。
事務作業については、地域の経理経験者等（非
農家もOK）の協力を検討ください（事務作業
に対して日当を支払うことも可能）。また、事
務支援ソフトの購入・活用、事務作業の委託も
可能（上限：交付額の１割程度）です。

※経理経験者の協力、事務の委託（外注）も可能

→事務能力のある土地改良区等に対して委託（交付額の１割程度が上限）することが可能。
→事務経理の経験のある“お嫁さん”、“Uターンしている息子・娘さん”に事務作業してもらい
日当・賃金を支払うことも可能。
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活動の対象となる資源

農用地

開水路

パイプライン

農道

ため池

遊休農地

農村環境保全活動
を実施する範囲

遊休農地
（2.5ha）

生物生息状況の把握
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(注）計画策定時に、農村環境保全活動の
実施範囲が判明している場合、図示し
ます。（まだ活動範囲が判明しない場
合、図示は必要ありません）

（注）遊休農地の範囲を判例に従い
図示し、併せて面積を記入します。
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組織名：○○〇〇広域協定

農道路肩、農道法面の補修
L＝4.5km


